
登別市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号。

以下「法」という。）に基づき、市長が行う長期優良住宅建築等計画（以下「計画」とい

う。）の認定、変更の認定及び地位の承継（以下「認定等」という。）並びに法第１８条第

１項に基づく容積率の特例に関する許可（以下「許可」という。）に関して必要な事項を

定める。

（認定基準）

第２条 計画は、法第６条第１項第１号から第７号までに規定する認定基準に適合するもの

とする。

２ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則（以下「法施行規則」という。）第４

条に適合し、法施行規則第４条第１号に定める一戸建ての住宅の床面積の合計は７５㎡と

し、法施行規則第４条第２号に定める共同住宅等の一戸の床面積の合計は５５㎡とする。

（法第６条第１項第２号関係住宅の規模）

３ 良好な景観の形成その他地域における居住環境の維持及び向上に配慮する事項は、次の

とおりとする。（法第６条第１項第３号関係居住環境の維持及び向上に配慮する事項）

（１）住宅を建築しようとする地域に、次に掲げる計画が定められている場合は、その計画

に適合するものであること。

ア 都市計画法（昭和４３年法律第１００ 号)第１２条の４第１項各号の計画（地区計画

等）

イ 景観法（平成１６年法律第１１０号）第８条第１項に規定する景観計画

（２）住宅を建築しようとする地域に、次に掲げる協定等が定められている場合は、その協

定等に適合するものであること。

ア 建築基準法（昭和２５年法律第２０１ 号）第６９条に規定する建築協定

イ 景観法第８１条１項に規定する景観協定

（３）次に掲げる土地の区域内に住宅を建築するものでないこと。ただし、市長が長期に渡

って存続できると認めた場合は、この限りでない。

ア 都市計画法第４条第４項に規定する促進区域

イ 都市計画法第４条第６項に規定する都市計画施設の区域

ウ 都市計画法第４条第７項に規定する市街地開発事業の区域

エ 都市計画法第４条第８項に規定する市街地開発事業等予定区域



オ 住宅地区改良法（昭和３５年法律第８４号）第８条第１項の告示があった日後におけ

る同法第２条第３項に規定する改良地区

４ 自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮する事項は、認定を受けて建築をしよ

うとする長期優良住宅が、建築基準法第３９条第１項に規定する災害危険区域に建築され

るものではないこと。ただし、区域の指定解除がされることが決定している場合又は解除

されることが確実と見込まれる場合並びに市長が長期にわたり良好な状態で使用するた

めに必要な措置が講じられていると認める場合にあっては、この限りではない。（法第６

条第１項第４号関係自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮する事項）

（事前審査）

第３条 申請者は、市長に申請書を提出する前に、住宅の品質確保の促進等に関する法律

（平成１１年法律第８１号。以下「品確法」という。）第６条の２第３項に規定する確認

書又は同条第４項に規定する住宅性能評価書の交付を受けるものとする。

（事前届出等）

第４条 申請者は、市長に申請書を提出する前に、第２条第３項に定める基準に規定されて

いる地区計画等及び景観計画に定められている届出等の手続きを完了しているものとす

る。

（認定申請）

第５条 申請者は、法第５条第１項から第５項に規定する認定の申請をするときは、法施行

規則第２条に規定する認定申請書を市長に提出しなければならない。

２ 前項の申請に併せて法第６条第２項の申し出を行おうとする場合には、申請者は前項の

認定に必要な図書に建築基準法第６条第１項の規定による確認の申請書を添えて、市長に

提出しなければならない。

３ 前項の申し出に、建築基準法第６条第５項に規定する構造計算適合性判定を要する構造

計算を含む場合には、地方独立行政法人北海道立総合研究機構建築研究本部建築性能試験

センターの判定を受けるものとする。

（認定申請に必要な図書）

第６条 申請者は、法施行規則第２条に定める図書のほか、次の各号に定める図書を提出す

るものとする。

（１）第３条に規定する確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し



（２）第２条第３項に定める良好な景観の形成その他地域における居住環境の維持及び向上

に配慮する基準に適合することを確認するために必要な第４条の通知書等の写し又は

届出書等（受付印等のあるもの）の写し

（３）住宅型式性能認定書（品確法第３１条に規定するもの。）の写し

（住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式

に適合する住宅の部分を含む住宅に限る（住宅型式性能認定書において、住宅性能評価

（品確法第５条の規定するもの。）の申請において明示することを要しないとして指定

されたものを省略することができる。））。

（４）型式住宅部分等製造者認証書（品確法第３３条に規定するもの。）の写し（住宅であ

る認証型式住宅部分等（品確法第４０条に規定するもの。以下同じ。）又は住宅の部分

である認証型式住宅部分等を含む住宅に限る（型式住宅部分等製造者認証書の写しを提

出した場合にあっては、型式住宅部分等製造者認証書において、住宅性能評価の申請に

おいて明示することを要しない事項として指定されたものを省略することができる。））。

（５）特別評価方法（品確法第５８条に規定するもの。）による証明書の写し（長期使用構

造等とするための措置及び維持保全の方法の基準を定める件（平成２１年国土交通省告

示第２０９号）第３に定める長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じ

られていることの審査を要する場合に限る。）

（６）法第２条第３項各号に規定する住宅の部分及び設備について、点検の時期及び内容を

定めた図書の写し

（認定の通知）

第７条 市長は、計画の認定をするときは、法第７条の規定により、申請者へ認定通知書を

交付する。

（計画の変更申請）

第８条 申請者は、法第８条に規定する変更の認定の申請をするときは、法施行規則第８条

に規定する変更認定申請書を市長に提出しなければならない。

２ 前項の規定は、前条までの規定を準用する。

３ 申請者は、法第９条第１項に規定する譲受人を決定した場合における変更の認定の申請

をするときは、法施行規則第１１条に規定する変更認定申請書を市長に提出しなければな

らない。

４ 申請者は、法第９条第３項に規定する区分所有住宅の管理者等が選任された場合におけ

る変更の認定の申請をするときは、法施行規則第１３条に規定する変更認定申請書を市長



に提出しなければならない。

（変更認定の通知）

第９条 市長は、法第９条第１項に規定する譲受人及び同条第３項に規定する管理者等を

決定した場合における変更の認定をするときは、法第７条の規定により、申請者へ変更認

定通知書を交付する。

（地位の承継）

第１０条 法第１０条第１項第１号及び第２号に規定する承認を受けようとする者は、法

施行規則第１４条に規定する承認申請書を市長に提出しなければならない。

（地位の承継の承認）

第１１条 市長は、地位の承継の承認をするときは、法施行規則第１５条の規定により、申

請者へ承認通知書を交付する。

（取り下げ届）

第１２条 申請者は、認定を受ける前に申請を取り下げるときは、取り下げ届（様式１）１

部を市長に提出しなければならない。

（取りやめ届）

第１３条 認定計画実施者（計画の認定を受けた者）は、認定長期優良住宅建築等計画の建

築又は維持保全を取りやめるときは、取りやめ届（様式２）１部に認定通知書を添えて、

市長に提出しなければならない。

（完了の報告等）

第１４条 認定計画実施者は、認定を受けた計画の住宅の建築工事が完了したときは、認定

長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨を建築士が確認し、速やかに工事

完了報告書（様式３）１部に建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２０条第３項によ

る工事監理報告書（写）、軽微な変更があった場合にはその変更に係る図面を添付し、市

長に提出しなければならない。

２ 法第１２条により市長から報告を求められた認定計画実施者は、認定長期優良住宅状

況報告書（様式４）１部を市長に提出しなければならない。



（認定しない旨の通知）

第１５条 市長は、認定、変更の認定の申請に係る計画の認定をしない場合は、認定しない

旨の通知書（様式５）を申請者に送付するものとする。

（承認しない旨の通知）

第１６条 市長は、地位の承継の承認の申請を承認しない場合は、承認しない旨の通知書

（様式６）を申請者に送付するものとする。

（改善命令）

第１７条 市長は、法第１３条第１項及び第２項の改善命令は、市長が必要と認めるとき

に、改善命令書（様式７）により行うものとする。

（認定の取消し）

第１８条 市長は、法第１４条第１項第１号の規定による認定の取消しは、市長が必要と認

めるときに、認定取消通知書（様式８－１）により行うものとする。

２ 市長は、法第１４条第１項第２号の規定による認定の取消しは、認定取消通知書（様式

８－２）により行うものとする。

３ 市長は、法第１４条第１項第３号の規定による認定の取消しは、認定取消通知書（様式

８－３）により行うものとする。

（許可申請）

第１９条 申請者は、許可の申請をするときは、法施行規則第１８条に規定する許可申請書

を市長に提出しなければならない。

（許可申請に必要な図書）

第２０条 申請者は、前条の申請をするときは、法施行規則第１８条第１項に定める図書の

ほか、次の各号に定める図書を提出するものとする。

（１）建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）第１条の３第１項の表（い）項

及び（ろ）項に掲げる図書

（２）その他市長が必要と認める図書又は書面

（許可の通知）

第２１条 市長は、計画の許可をするときは、法施行規則第１８条第２項の規定により、申



請者へ許可通知書を交付する。

（許可内容の変更）

第２２条 許可を受けた住宅の内容を変更しようとする者は、許可内容変更承認申請書（様

式９）正副２部に、変更前の住宅の許可通知書及びその変更内容を明らかにした設計図書

を添付して、市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、設計図書の記載

事項に変更がない場合は、当該設計図書の添付を要しない。

２ 市長は前項の規定による承認をしたときは、申請者へ許可内容変更承認通知書（様式１

０）を交付するものとする。

（許可に関する名義変更届）

第２３条 許可を受けた者（以下、「許可事業者」という。）は、建築基準法第７条第５項に

規定する検査済証の交付を受ける前に、その名義を変更したときは、遅滞なく、新たに許

可事業者となった者と連署の上、名義変更届（様式１１）を市長に提出しなければならな

い。

（許可しない旨の通知）

第２４条 市長は、第１９条の規定による申請を許可しない場合は、申請者へ法施行規則第

１８条第３項に規定する許可しない旨の通知書を送付するものとする。

（許可の取り下げ届）

第２５条 申請者は、許可を受ける前に申請を取り下げるときは、取り下げ届（様式１２）

１部を市長に提出しなければならない。

（許可の取りやめ届）

第２６条 許可事業者は、許可を受けた行為を取りやめるときは、取りやめ届（様式１３）

１部に許可通知書を添えて、市長に提出しなければならない。

（その他）

第２７条 前条までの規定により難い場合は、別途、市長が定めるものとする。

附 則（平成２１年訓令第１５号）

この訓令は、平成２１年５月１３日から施行する。



附 則（平成２３年訓令第１１号）

この訓令は、平成２３年５月２４日から施行する。

附 則

この訓令は、平成２７年４月１日から施行する。

附 則（平成２９年告示第６５号）

この訓令は、平成２９年４月１日から施行する。

附 則

この訓令は、令和３年４月１日から施行する。

附 則 （令和３年９月３０日 第１７５号）

この要綱は、令和３年１０月１日から施行する。

附 則 （令和４年２月１７日告示第３０号）

この要綱は、令和４年２月２０日から施行する。



様式１（第１２条関係）

取下げ届

年 月 日

登別市長 様

届出者 住 所

氏 名

次の認定の申請を取下げるので、登別市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱第１５条

第１項の規定に基づき届け出ます。

記

１ 申請年月日

年 月 日

２ 確認の特例の有無（法第６条第２項に基づく申出）

有 無

３ 申請に係る住宅の位置

４ 取下げ理由

（注意）１ ※印欄は記入しないでください。

２ 届出者が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。

※ 備 考 欄



様式２（第１３条関係）

取りやめ届

年 月 日

登別市長 様

届出者 住 所

氏 名

認定長期優良住宅建築等計画に基づく次の住宅の建築工事又は維持保全を取りやめたいので、登

別市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱第１６条第１項の規定に基づき、認定通知書を

添えて届け出ます。

記

１ 長期優良住宅建築等計画の認定番号

第 号

２ 長期優良住宅建築等計画の認定年月日

年 月 日

３ 確認の特例の有無（法第６条第２項に基づく申出）

有 無 （確認年月日・番号 ）

４ 認定に係る住宅の位置

５ 認定計画実施者の氏名

６ 取りやめ理由

（注意）１ ※印欄は記入しないでください。

２ 届出者が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。

※ 備 考 欄



様式３（第１４条関係）

工事完了報告書

年 月 日

登別市長 様

報告者 住 所

氏 名

認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了しましたので、登別市長期優良住宅

建築等計画の認定等に関する要綱第１７条第１項の規定により、次のとおり報告します。

記

１ 長期優良住宅建築等計画の認定番号

第 号

２ 長期優良住宅建築等計画の認定年月日

年 月 日

３ 確認の特例の有無（法第６条第２項に基づく申出）

有 無 （確認年月日・番号 ）

４ 認定に係る住宅の位置

５ 認定計画実施者

【氏 名】

【住 所】

【電話番号】

６ 定期点検等実施予定者

【氏名又は名称】

【住 所】

【電話番号】

７ 認定長期優良住宅建築等計画に基づき、住宅の建築が完了したことを確認した建築士等

【資 格】 （ ）建築士（ ）登録第 号

【住 所】

【氏 名】

【建築士事務所名】（ ）建築士事務所（ ）知事登録第 号

【所在地】



８ 工事中の軽微な変更の内容

（注意）１ ※印欄は記入しないでください。

２ 報告者が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。

３ 「８ 工事中の軽微な変更の内容」は別紙とすることができます。

４ 建築士法第２０条第３項による工事監理報告書（写）、及び、軽微な変更があった場合

にはその変更に係る図面を添付してください。

※ 備 考 欄



様式４（第１４条関係）

認定長期優良住宅状況報告書

年 月 日

登別市長 様

報告者 住 所

氏 名

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第１２条の規定により、報告の求めのあった認定長期優

良住宅建築等計画に基づく次の住宅の建築工事又は維持保全の状況について、登別市長期優良住宅

建築等計画の認定等に関する要綱第１７条第２項の規定に基づき、次のとおり報告します。

記

１ 報告対象の長期優良住宅建築等計画（住まいの概要等を記入してください。）

（１）認定年月日・番号： 年 月 日 ・ 第 号

（２）認定に係る住宅の位置：

（３）認定計画実施者の氏名：

（４）定期点検等実施者：氏 名

住 所

２ 報告内容

２－１ 住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録等の保存状況

※住まいに係る書類等の保存状況について、該当するものを「○」で囲ってください。

（１）認定申請書 有 ・ 無

（２）認定通知書 有 ・ 無

（３）認定申請書添付の設計図書 有 ・ 無

（４）認定申請書添付の維持保全計画 有 ・ 無

（５）実施した維持保全（点検・補修等）の記録

（維持保全を委託した場合、委託契約書と実施報告書等）
有 ・ 無 ・ 該当なし

（６）変更認定申請書・通知書 有 ・ 無 ・ 該当なし

（７）地位の承継承認申請書・承認通知書 有 ・ 無 ・ 該当なし



２－２ 住宅の維持保全状況

（住まいの維持保全状況について該当するものを「○」で囲み、(1),(2),(4)で「いいえ」を選ん

だ場合は理由を記入してください。なお下記の根拠として、維持保全（点検・補修等）の記録を

添付してください。）

（１）維持保全計画において定めた時期に、計画どおり点検等を行っていますか。

ア はい

イ いいえ ：（理由 ）

ウ 該当なし ※点検予定日に達していない場合

（２）地震時及び台風時に臨時点検を行っていますか。

ア はい

イ いいえ ：（理由 ）

ウ 該当なし ※臨時点検が必要な地震等が無かった場合

（３）今までの定期点検・臨時点検で、補修等が必要な劣化事象はありましたか。

ア はい

イ いいえ

（４）補修等が必要な劣化事象について、補修等を行いましたか。

ア はい

イ いいえ ：（理由 ）

ウ 該当なし ※補修等が必要な個所が無かった場合

（注意）１ ※印欄は記入しないでください。

２ 報告者が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。

※ 備 考 欄



様式５（第１５条関係）

認定しない旨の通知書

第 号

年 月 日

様

登別市長 印

別添の認定申請書及び添付図書に記載の計画は、下記の理由により、長期優良住宅の普及の促進

に関する法律第６条第１項の規定による認定をしないこととしたので、これを通知します。

なお、この処分について不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して３か月以内

に、登別市長に対して審査請求をすることができます。

また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内（適法な審査請求をした

場合には、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内）に、

登別市（代表者 登別市長）を被告として、処分の取消しの訴えを提起することもできます。

記

１ 申請年月日

２ 申請者の住所

３ 申請に係る住宅の位置

４ 理由



様式６（第１６条関係）

承認しない旨の通知書

第 号

年 月 日

様

登別市長 印

別添の承認申請書の申請は、下記の理由により、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第１０

条の規定による承認をしないこととしたので、これを通知します。

なお、この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て３か月以内に、登別市長に対して審査請求をすることができます。

また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内（適法な審査請求をした

場合には、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内）に、

登別市（代表者 登別市長）を被告として、処分の取消しの訴えを提起することもできます。

記

１ 申請年月日

２ 申請者の住所

３ 申請に係る住宅の位置

４ 理由



様式７（第１７条関係）

改善命令書

第 号

年 月 日

様

登別市長 印

次の認定長期優良住宅建築等計画について、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第１３条第

項の規定により、改善に必要な措置を命じます。

なお、この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て３か月以内に、登別市長に対して審査請求をすることができます。

また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内（適法な審査請求をした

場合には、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内）に、

登別市（代表者 登別市長）を被告として、処分の取消しの訴えを提起することもできます。

記

１ 長期優良住宅建築等計画の認定番号

２ 長期優良住宅建築等計画の認定年月日

３ 認定計画実施者の氏名

４ 認定に係る住宅の位置

５ 命ずる措置

６ 改善の期限



様式８－１（第１８条関係）

認定取消通知書

第 号

年 月 日

様

登別市長 印

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第１４条第１項の規定に基づき、下記の認定長期優良住

宅建築等計画について、その認定を取消しましたので、同条第２項の規定に基づき、これを通知し

ます。これにより、認定通知書はその効力を失います。

なお、この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て３か月以内に、登別市長に対して審査請求をすることができます。

また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内（適法な審査請求をした

場合には、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内）に、

登別市（代表者 登別市長）を被告として、処分の取消しの訴えを提起することもできます。

記

１ 長期優良住宅建築等計画の認定番号

２ 長期優良住宅建築等計画の認定年月日

３ 認定計画実施者の氏名

４ 認定に係る住宅の位置

５ 理由



様式８－２（第１８条関係）

認定取消通知書

第 号

年 月 日

様

登別市長 印

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第１４条第１項の規定に基づき、申出のあった下記の認

定長期優良住宅建築等計画について、その認定を取消しましたので、同条第２項の規定に基づき、

通知します。これにより、認定通知書はその効力を失います。

記

１ 長期優良住宅建築等計画の認定番号

２ 長期優良住宅建築等計画の認定年月日

３ 認定計画実施者の氏名

４ 認定に係る住宅の位置

５ 理由



様式８－３（第１８条関係）

認定取消通知書

第 号

年 月 日

様

登別市長 印

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第１４条第１項の規定に基づき、下記の認定長期優良

住宅建築等計画について、その認定を取り消しましたので、同条第２項の規定に基づき、これを

通知します。これにより、認定通知書はその効力を失います。

なお、この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して３か月以内に、登別市長に対して審査請求をすることができます。

また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内（適法な審査請求をし

た場合には、その審査請求に対する決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内）

に、登別市（代表者 登別市長）を被告として、処分の取消しの訴えを提起することもできます。

記

１ 長期優良住宅建築等計画の認定番号

２ 長期優良住宅建築等計画の認定年月日

３ 認定計画実施者の氏名

４ 認定に係る住宅の位置

５ 理由



様式９（第２２条関係）

許可内容変更承認申請書

注 工作物については、敷地面積、延べ面積及び制限を受ける用途に供する部分の

床面積の各欄は記入を要しない。

次の建築物について、許可に係る内容を変更したいので、登別市長期優良住
宅建築等計画の認定等に関する要綱第２３条の規定により申請します。

年 月 日

登別市長 様
申請者 住所

氏名

設 計 者 資 格

住 所 氏 名

建 築 士 事 務 所 名

（ ）建築士（ ）登録 第 号

（ ）建築士事務所（ ）登録 第 号

電話番号

許 可 番 号 ・ 年 月 日

建 築 （ 築 造 ） 場 所

用 途 地 域 防火地域

地 域 地 区 等

区 分 許 可 の 内 容 変 更 の 内 容

用 途

構 造

敷 地 面 積 ㎡ ㎡

建 築 （ 築 造 ） 面 積 ㎡ ㎡

延 べ 面 積 ㎡ ㎡

制限を受ける用途に
供する部分の床面積

㎡ ㎡

その他の機械設備等

そ の 他 の 変 更 事 項

本申請を必要とする理由

指 示 事 項

備

考



様式１０（第２２条関係）

許可内容変更承認通知書

第 号

年 月 日

様

登別市長 印

次の長期優良住宅の普及の促進に関する法律第１８条第１項に基づく容積率の特例に関する許

可の内容の変更について承認したので、登別市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱第

２３条第２項の規定により通知します。

記

１ 許可番号

２ 許可年月日

３ 認定計画実施者の氏名

４ 許可に係る住宅の位置

５ 変更箇所

６ 理由



様式１１（第２３条関係）

名義変更届

年 月 日

登別市長 様

届出者

旧建築主 住 所

氏 名

新建築主 住 所

氏 名

認定長期優良住宅建築等計画に基づき許可された次の住宅に係る許可者の名義変更をしたので、

登別市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱第２４条の規定に基づき、認定通知書を添

えて届け出ます。

記

１ 許可年月日番号

第 号

２ 名義変更年月日

年 月 日

３ 認定に係る住宅の位置

４ 取りやめ理由

（注意）１ ※欄は記入しないでください。

※ 備 考 欄



様式１２（第２５条関係）

取り下げ届

年 月 日

登別市長 様

届出者 住 所

氏 名

次の許可の申請を取り下げるので、登別市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱第２

６条の規定に基づき届け出ます。

記

１ 申請年月日

年 月 日

２ 申請に係る住宅の位置

３ 取り下げ理由

（注意）１ ※欄は記入しないでください。

２ 届出者が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。

※ 備 考 欄



様式１３（第２６条関係）

取りやめ届

年 月 日

登別市長 様

届出者 住 所

氏 名

認定長期優良住宅建築等計画に基づく次の住宅の建築工事又は維持保全を取りやめたいので、

登別市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱第２７条の規定に基づき、認定通知書を添

えて届け出ます。

記

１ 許可番号

第 号

２ 許可年月日

年 月 日

３ 許可に係る住宅の位置

４ 取りやめ理由

（注意）１ ※欄は記入しないでください。

２ 届出者が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。

※ 備 考 欄


